
一一

令和3年度仙台教育事務所管内事務職員会研修会資料

永年勤続表彰等について

A
V
A鞭

理告

奇襲

宮城地区小中学校事務職員会

の
暢

級事勝
軸



目 次

1 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 叙位・叙勲，褒章制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～ 5

3 永年勤続者表彰の候補者報告に係る注意点・・・・・・・・・・・・・ 6

4 別紙 1 （宮城県教育功績者表彰規則）・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

5 別紙 2 （永年勤続教職員表彰取扱要綱）・・・・・・・・・・・・ 8～11 

6 別紙 3 （永年勤続教職員表彰取扱要綱に係る関違法規）・・・・ 12～ 1 7 

7 令和 3年 6月 18日付け，総第 59号宮城県教育委員会教育長通知

1 8～ 2 7 

8 永年勤続者表彰に伴い発生する事務・・・・・・・・・・・・ 28～ 3 2 

9 叙勲（叙位）の対象者（推薦基準） ・・・・・・・・・・・ 33～ 3 8 

1 0 文例・様式等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39～5 0 

1 1 叙位・叙勲チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・ 51～5 2 



はじめに

褒章制度の概要

へ



はじめに

皆さんは，「表彰」というと，どんなことが思い浮かびますか。

一般的には，スポーツの競技大会や芸術文化のコンクール等における成績優秀者に対してや，

人命救助した人に対する感謝状の贈呈等，様々な事が連想されますが，私たち教育関係の公務員・

教職員の立場で最も身近なのが，永年勤続者表彰ではないでしょうか。小学校・中学校では教頭

先生に担当していただいている所属も多いかと思いますが，それに甘んじることなく，また，県立

学校では事務室長の仕事になりますので，来たるべき時に慌てることのないように，今のうち，し

っかりと内容を確認しておきたいものです。

そこで今回は，宮城県教育功績者表彰の 1つである永年勤続者表彰を中心に日本の表彰制度全般

の概要にも触れ，最後に，事案が生じた場合，所管教育事務所まで地教委経由で 4日以内，県教委

まで7日以内，国（文部科学省）まで 30日以内に関係書類一式を提出しなければならない（しかも

親族等関係者の申請に基づく）「叙位」制度と併せて，「叙勲」制度の事務処理の流れについて，説明

します。

尚，今回の発表資料は，平成 17年度仙台教育事務所管内事務職員会秋季研修会における管内事

務職員会研修部の発表資料並びに令和3年8月改訂，宮城県教育庁総務課・教職員課・保健体育安

全課の「叙位・叙勲事務関係資料」を参考に，作成したことを申し添えます。
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叙位・叙勲，褒章制度の概要

叙位とは，天皇陛下が「位階」（飛鳥時代の大宝律令で定められた臣下の序列）を授けることで

戦後，昭和21年5月3日の閣議決定により停止されました。また，叙勲とは勲章（国家・社

会に功労のあった個人に栄誉を讃えて授与されるもので，基本的には満70歳以上の人。）を

授与することをいいます。昭和 38年7月12日の閣議決定により生前叙勲は復活しましたが，

生前叙位は現在も停止したままです。その結果，おおまかに言うと，現在では，国家・社会に

功績のあった人に対して「生前に行われるのが叙勲」，「死後に行われるのが叙位」と分けるこ

とができます。

なお，勲章も褒章も日本国憲法第 14条第3項により，「栄典の授与は，いかなる特権も伴わな

い」と規定されていますので，賞金も戦前のような年金も支給されません。

1 勲章（個人にのみ授与）

(1）春秋叙勲 生存者に対する勲章の授与は，春秋叙勲として毎年2回，春は4月29日付けで，

秋は 11月3日付けで授与されています。

(2）危険業務従事者叙勲 警察官，自衛官など著しく危険性の高い業務に精励した人に対する叙勲

で，平成 15年 11月から開始されました。春秋叙勲と同日に授与されます。

(3）高齢者叙勲 春秋叙勲を授与されていない功労者に対して，年齢88歳に達した機会に勲章を

授与することとし，昭和48年6月以降，毎月 1日付けで実施しています。

(4）死亡叙勲 勲章の対象となるべき人が死亡した場合，随時，勲章を授与しています。

(5）外国人叙勲 国賓等の来日や駐日外交官の離任に際して実施する儀礼的色彩の濃い叙勲と，我

が固との友好の増進等について顕著な功労のあった外国人に対して実施する叙勲に分けられま

す。 -2 



後者については，昭和 56年秋から春秋叙勲と同時に実施している他，勲章授与が適当と認められ

る場合は，随時，実施しています。

2 文化勲章

我が国の文化の発展に顕著な功績のあった人に対して授与されるもので，毎年 11月3日の文

化の日に，宮中において天皇陛下から親授されます。

3 褒章（固から授与される記章。団体・法人も授与対象でその場合は褒状と呼びます。）

(1）春秋褒章 人命救助に尽力した人に対する紅綬褒章（5 5歳以上），農業・工業・商業等の業

務に精励し他の模範となる人に対する黄綬褒章（5 0歳以上），科学技術・学術・スポーツ・

芸術文化分野における優れた業績を挙げた人に対する紫綬褒章（年齢制限なし），会社経営，

各種団体での活動を通じて，産業の振興，社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた人や公共

の事務（保護司，民生・児童委員，調停委員等）に尽力した人を対象とする藍綬褒章（5 5歳

以上）があり春秋叙勲と同時に授与されます。

紺綬褒章公益のために私財を 500万円以上寄附した人と 1,000万円以上寄附した法人・団

体を対象とします。ただし，返礼品（記念品の類を除く）を受領した場合は，対象外となります。

(2）遺族追賞褒章条例により表彰されるべき人が死亡した場合は，その遺族に杯または褒状を

授与することにより，追賞しています。
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4 文部科学大臣表彰

(1）学校給食学校給食の普及と充実を図るため，その実施に関し，優秀な成果をあげた学校

及び共同調理場を「学校給食優良学校等」として，個人及び団体を「学校給食功労者」とし

て，表彰しています。

(2）学校保健及び学校安全学校保健及び、学校安全の普及と向上に尽力し多大な成果を挙げた

個人・学校・団体等を表彰しています。また，学校や通学路子どもの安全を見守る自主的な

取組が多くの地域で行われていることを鑑み，子どもの安心・安全な学校教育活動に貢献

する優れた活動を行っている団体に「学校安全ボランティア活動奨励賞」を贈っています。

(3）科学技術に関する研究開発，理解増進等において顕著な成果を収めた人に「科学技術分野

の文部科学大臣表彰」を贈り，科学技術に携わる人の意欲の向上と我が国の科学技術の水

準向上を図るものです。「科学技術賞J「若手科学者賞」「創意工夫功労者賞」「研究支援賞J

があります。

(4）子供の読書活動優秀実践校平成 14年度から，国民の間に広く子供の読書活動の関心と

理解を深めるとともに，子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活動を推進するため，

特色ある優れた実践を行っている学校・図書館・団体・個人に対し表彰しています。

(5）優良PT A文部科学大臣表彰 PT Aの健全な育成と発展に資することを目的として，毎

年度，優秀な実績を上げている団体の表彰を行っています。

5 文化の日表彰（宮城県知事）

地方自治・産業・教育・民生，その他県下の各分野において，多年にわたり県勢の進展，県
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民福祉の増進，芸術文化の向上等に寄与した人（団体）で、功績顕著及び他の模範となる人（団

体）に対し，年1回表彰しています。

6 宮城県教育功績者表彰（宮城県教育委員会）

(1）教育功績者表彰

本県の学校教育，社会教育，芸術，文化，スポーツ，その他教育の振興に特に寄与した人

一教職員で殉死した人

が，対象となります。（宮城県教育功績者表彰規則第三条）

(2）永年勤続者表彰

宮城県教育委員会の任命に係る教職員として多年在職し，勤務実績が顕著である人が，対象

となります。（宮城県教育功績者表彰規則第四条）

7 公立学校等職員表彰（宮城県教育委員会）

他の模範として推奨すべき職員及び職員のク事ルーフ。を表彰することにより，職員の資質の向上

と資質意欲の高揚に資することを目的として表彰されます。

職務上，職務外を問わず賞賛すべき業績をあげ，または善行を行った職員等を対象とし，公立

学校等優秀職員・優良職員として表彰されます。
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永年勤続者表彰



永年勤続者表彰の候補者報告に係る注意点

前述「叙位・叙勲，褒章制度の概要」の 6で触れた宮城県教育功績者表彰のうち，永年勤

続者表彰についてですが，別紙 1の宮城県教育功績者表彰規則第四条及び別紙2の永年勤

続教職員表彰取扱要綱第三条のとおり，基準日（ 1 0月31日又は退職する日）において，

特別職非常勤職員・会計年度任用職員・臨時的任用職員を除く常勤教職員で， 25年以上勤

務した人を表彰するものです。

今年度分の令和3年永年勤続者表彰に係る被表彰候補者の選考については，別紙令和3年

6月18日付け，総第59号県教育長通知写しのとおりです。

同通知文中4注意事項にありますが，万が一勤続期間の算定の誤りが生じた場合，当該教

職員に多大な不利益を被らせることになりますので，特に前歴期間の確認は「前歴に係る勤

続期間の確認調書（様式3号）」の他，該当教職員に直接確認する等，細心の注意を払って

行う必要があります。勤続期間として通算しない例としては，民間企業勤務や非常勤講師の

期間等があります。

また，「永年勤続教職員表彰候補者氏名拡大記入調書（様式2号）」については，我が国の

現行の戸籍制度（届出者の記載内容がそのまま登録される）に鑑み，一般的に，この字であ

ればこういうふうに書くはず等，決して思い込みで処理することなく，通知文中の調査書等

記入要領及び記載例にあるとおり，「とめ・はね・はらい・とおす・とおさない・つく・つ

かない」といった細部に至るまで当該職員に確認した上で，作成しなければなりません。
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別紙1

0宮城県教育功緩者表彰規則（昭和五十六年七月三十一日宮城県教育委員会規則第十七号）
（趣旨）

第一条 この規則は、本来の教育の振興に寄与したものに対し、県教育委員会が行う表彰に関し
必要な事項を定めるものとする固

（表彰の種類｝

第二条表彰は、教育功績者表彰及び永年勤続者表彰とする。

（教育功績者表彰）

第三条 教育功績者表彰は、次の各号のーに該当するもので功績が顕著であるものに対して行う。
一本県の学校教育、社会教育、芸術、文化‘スポーツその他教育の振興に特に寄与したもの
二教職員で殉職じたもの

（永年勤続者表彰）

第四条永年勤続者表彰は、県教育委員会の任命に係るj教職員として多年在職し、勤務実績が顕
著である者に対じて行う。 ' • 
（表彰の方法）

第五条表彰は、顕彰状、表彰状叉は褒（ほう）状を授与して行弘

2 第三条第二号に掲げる者ピ対する表彰は、顕彰状を授与して行う．

3 第三条第一号に掲げる者に対する表彰及び前条に掲げる者に対する表彰は、表彰状文は褒状
を授与して行う。

4 表彰には、記念品を加授することができる．

（選考）
第六条表彰を受けるものの選考は、教育長が行う。

（表彰日1

第七条表彰状を授与しつf行う表彰は、毎年一回定期に行う。ただし、特に必要がある場合は臨
時に行うことができる。

2 顕彰状又は褒Lほう）状を授与して行う表彰は、随時行う。

（登録等）

第λ条 県教育委員会は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

（登録の抹消）

第九条表彰された者が、受彰者としての体面を汚辱する非行があった場合は、表彰者名簿から
抹消する。

（委任）

第十条 この規則の抱行に関し必要な事項は、教育長が定める。
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、切

別紙2

（趣L旨）

＆永年勤ぃ続三 l教 職 員 表 彰 取 扱 要 綿

第1条 この要織広，u宮城県教育功績者表彰規則｛昭和56年宮城県教育委員会規則第 v

1 7号）第4条に規定す呂永年勤続者援彰に係る選考に関し，必、要な事項をー定めるも
のとする．
（用需の意義）

ると二ろによる。
第2条 この聖書綱：において， 次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

er) 教育職員υ校長，副校長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭ト講師，
←助教諭，養護助教諭，実習助手及び寄宿舎指導員の職にある教職員

(2) 事務職員 I前「号に掲』ずる職以外の職！にある教職員
（選考の対象ヘどなるパ！き教職員〕

第3条r宮城県教軍事訴績者表彰規抑第4：条lと規定する永4
。月 31日又は退職する日（以下 F基準日J Kいう。）
かに該当する教職員（特別職非常勤職員，会計年度任F

く。以下同じ．）で，がづ，・.25年以上勤務．した者にd

(1) 宮城県教育委員会行政組織規則（昭和41.年宮城
6条から第27.条の 2までに規定する教育機関に勤
職員給与負担法（昭和 23年法律第13 5号）第1
務部局から;K向♂じている職員を除く。）

(2) 宮城県教育委員会行政組織規則第3条に規定する

（前号に規定する教脊機関を除く。以下 F本庁等jという；yに勤務する事務職員
又は知事の事務部局に勤務する臓員のうち．教育職員であった者 r

2. 前項マ定めるもののほか，教職員の退職時において20年以上 25年未満の4期間，
教職員とじて勤務したものについても選考を行う。 什、F J ごい ' 』＝； γi（＇、

3 前2項の規定にかかわらず，次の各号のーに制するものはこの限り切W；一出店以川か
( 1) 県教育委員会の任命に係る教職員として勤務した年数（他の伝命権者iこ（属する県Y・,;, U川 vγu

内の国公立学校の教職員として勤務した年数を含む。〕が15年未満であるl者
(2) 職員表彰規程（昭和 46年宮城県告示第32 5号）第5条に基づく表彰を受けた

者
(3) 地方公務員法｛昭和 26年法律第 26 1号）第29条第 1項各号のーに該当する

疑いのある行為があり，処分決定にいたらない者
（勤続期間の算定）

第4条 前条ft規定する期間は，教職員となった日から基準日までの期間を暦iこ従い算～
定する。この場合におふで次の各号に～掲げる期間は，とれを通算す守るものとし，休職
（職員の分般に関する条例 J昭和.2.6年宮城県条例第51号）第2条第 l号及び外国
の地方公共同体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 f昭和 63年条例第
日号）附llll第百項の規定による改正前の職員の分限に関する条例第 2条第 2号に掲げ
る場合の休職を除く。）の期間，自己啓発等休業の期間（自己啓発等休業の期間中の
大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと
認められる場合を除く。）及び配偶者同行休業の期間ば当該期間の 2分の 1I，こついて
通算するものとする回
(1）学校教育法（昭和2,2年法律第 26号）第 1条に規定する学校の教職員として勤
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務した期間

(2）本庁等の事務職員と Lて勤務した期間

(3）知事の事務部局の職員として勤務した期間

(4）職員表彰規程第2条第正項各号（第I号及び第4号を除く e うに規定寸る職員と

して勤務Lた期間

(5）.国若じくは他の地方公共団体又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

（平成13 ..年宮城県条例第 63号）第 10条に規定する特定法人の職員（以下この

条においlてF国等の職員Jという..）として勤務した期間

(6）前各号に掲げるもののほか，前条第1項に掲げる教職員として勤務した期間以外

の期照における勤務実績等を勘案し，同条に規定する期聞に通算することが適当と

認められる期～問

2 前項の場合において，外国において第1号に準ずる教育機閉め職員とじて勤務した

期間及びL兵役にflllじた期聞については，個々に検討し問項を適用する。

3 前2項の規定に'j,，かわらず，第1項第5号に規定する閏等の職員左して派遣中の職

員の在職期間について，その派遣期間中に，当該職員の在職期間左l派遣中の期間を通

算した場合に，当骸通算した期聞が 25年li:遣するときはs その派遣中の期間を在職

期間に通算するものとし，当該職員を第3条の教職員とみなすものとする。

（懲戒処分を受けた教職員の取扱い）

第5条 地方公務員法第29条第＇1項の規定Ii::基づき懲戒処分を受けた者の勤務した期

聞については，前条の規定にかかわらず，次の各号に掲げる者の区分に従い，それぞ

れ当該各号に定める期間は，勤務した期間に算入しないものとする．

(1）停職処分を受けた教職員（処分後'l5年を経過しない場合に限る1 1年
(2）減給処分を受けた教職員（処分後 10年を経過しない場合に限る〕 2年

(3）戒告処分を受けた教職員（処分後5年を経過しない場合に限る） 1年

2 第 3条第1項及び第 2項の規定にかかわらず，懲戒処分を受けた者で処分終τにい

たらないものは，選考の対象外とする。

（休職教職員等の取扱い）

第6条 基準日に休職中若ωしくは育児休業中の教職員又は人事委員会規則 8-5 （.職員

の勤務時間，休暇等に関する規則）第 21染第 1項各号若しくは人事委員会規則自一

日（学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則）第 19条第 1項各号の規定に該当す

る病気休暇（その期間が引き続き 90日を趨えるもの）中の教職員については，翌年

度に表彰するものとする．ただし，退職時において表彰に該当する者については，退

職時に行うことができるa

（表彰の方法）

第7条 第 3条第 lZ頁に該当し，表彰が決定された者に対する表彰は，表彰状を授与じ

て行う。

2 第 3条第 2項に該当し h 表彰が決定された者に対する表彰はa 褒状を授与して行う。

（雑則）

第8条 この要綱の実施に関し，必要な事項は別に定める。

附 l!JJ

1・ この要繍は，昭和 57年7月27日から施行する。

2 永年勤続教職員表彰取扱要綱（昭和 46年B月26日教育度決裁）は廃止す、る。

附則

この要綱は，昭和 60年日月 28日から施行する。
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附則

この要綱は，平成元年7月1日から施行する。

附則

この要綱i土，平成 2年日月 1_5日から施行iする．

附則

.（施行期日）

1 この要綱は，平成6年7月 1日から施行する。

（経遇措置）

2 改正後の第 3条の基準日の規定については， 'I':成 7年の永年勤続教職員表彰から適

用し，平成6年の永年勤続教職員表彰については， 「1・0月 3l日j とあるのは『1

1月1日」とする。

附則

との要綱は，平成 7年7月21日から施行する．

附則
（施行期日）

' 

1 この要綱は，平成8年日月 2_4日から施行する．

（経過措置）

2 改正後の第 B条第 1項の表彰選考対象者の在職説聞の規定については，同j条同項第

1号に骸当する教育職員並びに第2号に該当する事務職員又は職員（以下J教育職員

等Jという。）にあっては平成 11年度以降の表彰から適用し，平成8年度から平成

1 0年度までは，次の衰の定めるところによる。

表彰年度 表彰選考対象者の在職期間

平成 E年度 2 9 年以 上

平成9年度 2 8 年以上

平成10年度 2 7 年以上

3 改正後の第3条第2項の表彰選考対象者の在職期間の規定については，教育職員等

にあっては平成 11年度から適用し，平成B年度から平成10年度までは，次の衰の

定めるところによる。

表彰年度 表彰選考対象者の在職期間

平成 8年度 2 4年以上29年未満の者

平成 9年度 2 3年以上 28年未満の者

平成10年度 2 2年以上 27年未満の者

附 JIJJ

この要綱は．平成 11年 6月 24日から施行する。
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l 鞠

F付則
この要綱は，平成.14年6月.2,.4日Jから：施行する．

附J jl,IJ 

この要綱i札平成14年 ~fJlP•自か6~行守る。
F貯員ザ

この婆綱11＼平成 17年8月.fo日から施行する；
附； j!JJ 

この要綱｝£平成主 8年l}lf日から施行する。
F付パ；Jl.iJ 

この要綱は，平成21 'F 7月31日から施行する。
隊員tl.

この婆網i土、平成記念年iJl1・白から）施行するa
F付行員。 」店 、い I～一千勺

この要綱は，平成26年T 月 2''5•日Iか日正行リずる e
F甘νγ員リ

エの要織は，令和2年4＇月'i・cfからL施行する。
附則

ニの要綱は，令和3年4月1日から施J行する．
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別紙3 関連法規（抜粋）

永年勤続教職員表彰取扱要綱

1 . 第3条第 1項第 1号に関すること

『市町村立学校職員給与負担法第 1条』市（地方自治法（昭和 22年法律第67 

号）第 252条の 19第 1項の指定都市（次条において「指定都市」という。）を除き，

特別区を含む。）町村立の小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の校長（中等教育学校の前期課程にあっては，当該課程の属する中等教

育学校の校長とする。），副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，養護教諭，栄養教

諭，助教諭，養護助教諭，寄宿舎指導員，講師（常勤の者及び地方公務員法（昭和 25年

法律第261号）第 28条の 5第 1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。），学

校栄養職員（学校給食法（昭和 29年法律第 160号）第7条に規定する職員のうち栄養

の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい，同法第 6条に規

定する施設の当該職員を含む。以下同じ。）及び事務職員のうち次に掲げる職員である

ものの給料，扶養手当，地域手当，住居手当，初任給調整手当，通勤手当，単身赴任手

当，特殊勤務手当，特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）へき地手当（これに準

ずる手当を含む。），時間外勤務手当（学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。），
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宿日直手当，管理職員特別勤務手当，管理職手当，期末手当，勤勉手当，義務教育等教

員特別手当，寒冷地手当，特定任期付職員業績手当，退職手当，退職年金及び退職一時

金並びに旅費（都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。）（以下「給

料その他の給与」という。）並びに定時制通信教育手当（中等教育学校の校長に係るも

のとする。）並びに講師（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律（昭和 33年法律第 116号。以下「義務教育諸学校標準法」という。）第 17条第

2項に規定する非常勤の講師に限る。）の報酬，職務を行うために要する費用の弁償及

び期末手当（次条において「報酬等」という。）は，都道府県の負担とする。

2. 第 3条第 l項第2号に関すること

『宮城県教育委員会行政組織規則第 3条』

本庁とは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号。

以下「法」という。）第 17条の規定による事務局の内部組織で地方機関以外のもの

をいう。

2 地方機関とは，法第 17条の規定による事務局の内部組織で，地域を限り又は

事項を限って設置されたものをいう。
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3 教育機関とは，法第 30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設

置されたものをいう。

4 附属機関とは，地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「自治法」という。）

第 138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議

会，審査会，調査会等をいう。

3. 第3条第3項第2号に関すること

『職員表彰規定第5条』

永年勤続者表彰は，職員としての在職期間が 25年以上で勤務成績が良好な者

に対して行う。

2 前項の在職期間は，最初に職員となった日から表彰の日の前日までの在職期間に

ついて暦に従って算定する。ただし、次の各号に掲げる者にあっては，それぞれ当

該各号に定める期間は，当該在職期間に算入しないものとする。

1 休職を命ぜられた者（職員の分限に関する条例（昭和26年宮城県条例第51 

号）第2条第 1号及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（昭和63年条例第6号）附則第5項の規定による改正前の職員の分限に
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関する条例第2条第2号に掲げる場合の休職を除く。） 休職期間の 2分の lに相

当する期間

2 自己啓発等休業をした者（自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国

際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合を除

く。）及び配偶者同行休業をした者休業期間の 2分の lに相当する期間

3 停職処分を受けた者（処分確定後 15年を経過しない場合に限る。） 3年

4 減給処分を受けた者（処分確定後10年を経過しない場合に限る。） 2年

5 戒告処分を受けた者（処分確定後5年を経過しない場合に限る。） 1年

（第3項以下省略）

4. 第3条第3項第3号・第5条第 1項に関すること

『地方公務員法第 29条第 1項』

職員が次の各号のーに該当する場合においては，これに対し懲戒処分として戒告，

減給，停職又は免職の処分をすることができる。

1 この法律若しくは第 57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例，

地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
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2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

5. 第 4条第 1項第 1号に関すること

『学校教育法第 1条』

この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中

等教育学校，特別支援学校，大学及び高等専門学校とする。

6. 第4条第 1項第4号に関すること

『職員表彰規定第2条第 1項』

この規定において「職員」とは，次に掲げる職にある者で臨時又は非常勤の職員

以外のものをいう。

1 知事の事務部局の職にある者

2 選挙管理委員会の事務局の職にある者

3 監査委員の事務局の職にある者

4 教育委員会の事務局及び教育員会の所管に属する学校以外の教育機関の職に
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ある者並びに教育委員会の所管に属する学校の職にある者のうち別に定める

もの

5 労働委員会の事務局の職にある者

6 人事委員会の事務局の職にある者

7 宮城海区漁業調整委員会の事務局の職にある者

8 企業局の職にある者

9 議会事務局の職にある者

ゥ，
司
自
ム



⑧ 
総第 5 9 号

令和3年日月 18日

各市町村教育委員会教育長殿

このことについて；宮城県教育功積者表彰規則（昭和56年宮城県教育委員会規則第1
7号）及び永年勤続教職員表彰取扱要綱（昭和57年7月27日施行。以下「要綱Jιとい
う．）に基づき被表彰者の選考を行いますので，下記iとより碗査書等を作成いただき，所

管する教育事務所長宛て御報告願います。

記

1 基準日

令和3年10月 3.1日

2 提出書類〈教育職員と教育職員以外の職員kをJJIJ葉とし．各2部提出） 内川

(i）様式1・一1号 令 和3年永年勤続教職員表彰候補者調査書

・要綱第 3条第1項の規定Jc:該当す石所属教職員分

。）様式 1-2号。令和4年永年勤続教職員表彰候補者調査書

・要綱第3条第I項の規定に該当する所属教職員で令和4年表彰候補者分

(3）様戎2号永年勤続教職員表彰候補者氏名拡大記入調書

・要綱第S条第1項の規定に該当する所属教職員分

(4）様式時前歴に係る動醐問の確認輔の写し（R調査開臥要働 3を欄

..要綱第3条第I，，＿の規定に該当する所属教職員分．

※動機期間l<c前職墜の期間を含める場合比履歴書等の写しを添付願います。

※前職歴の期聞がない教職員1；：；ついては提出は不要です。

（めその他

・被表彰候補該当者がいない場合は，そり旨を報告顕います白

3 提出期限
令和3年7月 15日（木）必着

／ 

4 注意事項

勤続期間には，要綱第4条の規定により，学校卒業後本県採用前の，国及び地方公共

団体等の正規職員又は臨時的に任用されていだ潮間，私立学校等の教育に関する職に就

いていた期間lが合算されます。このため，採用前墜については．人事記録とともに保管

されている「前歴に係る勤続期間の確認調書1様式3号）Jのほか．該当教職員に直接

確認するなどし，勤続期聞の算定に当たっては半分注意顕います。

5 その他

(1）書類作成等に関するお問い合わせは，所管する教育事務所の表彰担当斑宛てにお願
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いしますロ

(2）被表彰者の決定通知は， 10月上旬頃に送付します。
なお，表彰式は．令和3年11月2日（火）に仙台国際センターで行う予定です．

。。臼
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4
本

間
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事
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人

斑

L
校

事
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一
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庁

育
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教

教
県

県

城

城
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宮
当日比

4ι
宮

TEL : 022-211-3632 

μ［問合せ先I
所管教育事務所表彰担当斑
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調査書等記入要領

1 様式l-1号 1・ 2号 永年勤続教職員表彰候補者調査書

(1) 所属での記載順は f電子情報処理組織による給与関係コード表Jの職名コード順

とし，同じ職名の場合は生年月日順とする．

(2) 所属名は正式名称を記入することa f例村田町立村岡第一中学校）

(3) 職名はf校長J「教諭j f実習教諭Jf主幹兼事務長J等を記入すること。

(4) 氏名及び職員番号禰はゴム印を使用じても良いが，様式2号での文字と異なる場

合には手書き年より措書で記載すること〉 メ

(6) 生年月日欄は，昭和の年号を rsJで表すこと。年齢は，基準日現在（令和 3年
1 0月31日）で記入オること。

（日） 本県本務採用勤務期間榔｝主，次の事項に基づき．本県に本務職員として採用され｝

勤務した期聞について記入すること．

① 事務職員として採用になり，その後退職し教員となった場合等には，それぞれγ

の期間等を2段に分はて記入すること。その場合，備考欄にそのことを明記する

こと阻

② 教員として採用されa 指導主事や社会教育主事等身分が変わった場合には通算

して記入すること。

＠休職期間欄は漏れなく記入すること。

(7) 前職歴期間については，様式3号に基づき，勤務期間として合算する対象企てを

記入すること。

（日） 懲戒処分欄は，全勤務期間中に懲戒処分があればもれなく記入し，除算年数につ

いては要綱策5条第1項に基づき記入すること。

(9) 令和4年分についても，上記要領に従い，問遣いのないよう報告すること．

(10）充て指導主事については「教育職員以外の職員jに含めるとと。

2 様式2号 ：永年勤続教職員表彰候補者氏名拡大記入調書

(1〕 本調書に基づき文字を表彰状に用いるので，必ず本人に確認の上．記入伊jに従い，

'・ 正確に橋書で記入すること。

(2) 特に「とめ』・「はね1・fはらいJ• rとおす1・fとおきないJ• J:下左右の線の長

さ等，細かい点についても正確に記入すること。

(3) 必ず本人が確認印を押印すること。

3 様式3号 前庭に係る勤続期間の確認調書

(1) 当該確認調書は．総務課ι 教職畠課文は教育事務所（地域事務所）の確認印が押

印されているものを有効とすることの

ω） 義務教育終了後から本県教職員に採用されるまでの経歴を空白期間を置かずに記

入すること。

なお，学歴については，卒業年月日ではなく，復学期間を記入すること。

(3) 前職歴を算入する期聞が記載されている履歴書等の写しを添付し，そのほか勤務

内容を確認するものがあれば添付すること f辞令・麗用契約書等）。

(4) 提出書類はすべてA 4判とすること。
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と
か
，
＜
，
，
.
，
ご

令
和

3
年
永
年
勤
続
ィ
教
職
員
表
彰
候
補
者
調
査
書

所
属

名
所
属
コ
ー
ド

本
県
本
務
採
用
勤
務
期
間

｜
 

前
職

歴
期

間
チ

I
JI 

懲
戒
処
分

l表
彰

対
象

イ
ロ

ノ、
一

ホ
九

ト
年

月
日

採
用

休
職

勤
務
年
月

勤
務

先
勤

務
休

職
勤

務
年

月
（
内
容
｝

勤
務
期
間

期
防

目、

I
 

年
月
日

期
間

イ・
（以

1/2
)

期
間

（
本
母
、
×

11
2)

傍
若
草
年
警
め

丹十
トー
チ

-
<

 
,

,
 、

唱
i

円

年
月
日

｜
年

月
i

'
 

'
 

'
 年

月
年
月
旦
、
l

年
月

I
 (
 
年）

｜
年

月
｜

l年
月

｜
年

月
日

l
年

月

年）

年
月
日

l年
月

｜
｜

年
月

｜
？

月
日

l
年

月

'j 
(
 

)
 

~
 f

 
年
月
日

f
 

~ .j 
！

｜
（

嗣
｜

年
月

年
月

目
年

月

C
 
)
 
I

 
I

 （
年

）

l備
考



備考
勤
務
期
間

同ト
ーチ

マ浮
き戸
？？
号、

モミ
岳山
＼，
，，

'
 

令
和

4
年
永
年
欝
模
欝
職
員
表
彰
候
補
者
調
査
書

L
つ
γ、
＼；
｛）
，.
／九
三

七
：

所
属

よ
E

.. 
，＇て
号）.
，

/
 
y

所
属
三
件

職
Jぐ子
塵ヘ
～期
〉

様
式

l
一，

2
号

（
教
育
職
員
・
教
育
職
員
以
外
の
職
員
）

一一一
務

本
県

本
｝：
，！
.
な

り
ふ

ホ
務
先
｜
草
『
務

期
間

閉 叫

凶 t x

h 勤 川 判

職 問

ロ 休 期

イ 採
用

年
月
日

生
年
月
日

（
年
齢
）

名 号
氏 職

職
名

番

員
番

（位
ZU
}

号

月
年

月

年上

年
月
九
日

｜
年

子
年
月
日

月
年

月
年
月
日

，
 

年
月

（  

－ N N L  

年）

（ （  

年
年

月
年
月

月 月

日 年）

1
年

年
）
｜

年
月

日

月
年

年
月
日

年
月
日

〈



様式2号

永年勤続教職員表彰候補者氏名拡大記入調書（教育職員 教育職員以外の職員 ） 

所属名

所属コ」ド

※ 必ず櫓番で記入し太人に磯署卑し 確穂印や徴すとi:'."

b事－＇／）言語

確認印

口
ふりがな

確認印

口
ふりがな

磯認印

口

-2 3-

l 
I 
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叩；

．
 

守み

内鈴

邦

直
ω

め

記載例

ヤ
たわ

ロ

－
V
 

j塞 ず釣宇

怜

達也ー遺

玲

Jト民主主
じ忍主主量三

にコで隆

一戸戸

斉
敏
藤.，／｛～藤

斎

震

、み

え主主とさ

恵

遺

一

粛

虞

高

-2 4-



N
 

ιn
 

様
式

3
号

｛
教

育
製

員
数

育
磯

良
以

外
の

駿
J
U

襲
名

E走
4包

機
械

聡
員

番
号

印

※
本

県
揮

周
前

の
経

歴
に

つ
い

て

前
歴

に
係

る
勤

続
期

聞
の

確
興

開
書

｛
寛

賞
中
）

援
個
人
毎
の
＇
＂
止
を
記
入
す

る
こ
ヒ
．

思
入
目
：
令
和

年
月

四

木
県
採
周
年
月
目

所
属

名
｛商
店
Eも

記
入
］

※
注

意
事

項
所
屍
コ
ー
ド

生存
月

自
議
摂
？
宇
？

ι
附

す
る

こ
と

（
既
i乙

永
年

踊
醐

即
時

貰
し

前
幅

期
間

年
月

包亭
月

日
・

合
算

さ
れ

る
職

歴
r＝
は
．

r番
号
J

欄
を
0

で
囲
む
こ
と
．

｜
揮
所
属
長
が
記
入
す
る
こ
と
．

吾
首
蚕
頁
蚕
寵
王
扇

確
認

革
R

目
I

 
確

認
者

葺
漉

韓
育

轄
了

龍
か

ら
本

県
誼

職
員

！
＝

罫
用

さ
れ

晶
ま

で
の

経
歴

（
在

！
li!
lll

期
闘

を
含

む
．

｝
を

翠
阜

畠
盟

主
量

止
主
i三

記
入
す
る
こ
と
．

な
お

，
複

数
放

に
及

ぶ
場

合
は

，
当

誤
用

艇
を

増
刷

り
す

る
な

ど
対

応
薗

い
ま

す
．

番
号

期
間

所
属

名

自
竿

A
 

日

l
 

～
 

実
.. 

月
伺

自
年

月
日

2
 

～
 

蚕
年

月
日

自
年

月
日

3
 蓋

等
月

自

自
年

月
開

'
 

実
毎

月
日

自
年

月
日

5
 

～
 

歪
等

月
• 

自
ー忌

月
宵

'
 

～
 

室
宅皐

月
日

自
年

：
月

日

7
 

歪
塩事

月
日

自
隼

月
日

B
 

歪
年

3も
関

自
年

j宅
国

'
 

ヨE
年

.,.. 
• 

自
年

見
司

1
0
 

～
 

葦
告書

月
日

在
駿

期
間

身
分

年
A

 －
－寓E

忽時
満的
算員

用
峨
A

，
蕗
時
騎
員

.
.

非
常

勤
職

員

.
 lE
規

職
員

年
月

・
臨

時
的

佳
用

職
員

1
臨
時
総
員

日
・

非
常

鍋
段

貝

• 
lE
倶
職
員

年
A

 .
臨
時
的
伝
馬
駿
東
，
.
.
.
輔
議
員

日
，

樺
常

勤
職

員

• 
;E
視
線
民

隼
A

 .
臨
時
的
径
3奮

戦
民

臨
時

様
員

日
・

非
常

脆
磯

良

• 
;E
忽
職
員

竿
月

・臨
非時
常的
鋤経
膿周
員
職
員
．

臨
時
験
員

• •
 ー
正
視
聴
JI.

.. 
A

 .
蕗
時
的
伝
用
職
員
，
臨
時
唖
員

貝
・

非
常

濁
駿

員

竿
A.
 
・五
廃処
時験
的低
反
周

臓
提

a
臨
時
様
民

自
・

非
常

勤
臓

昆

• 
li
e視

聴
JI.

告畢
R

・
Iii
時

的
経

周
聡
Jli
，
蕗
E輔

趨
員

日
・

非
常

鋤
聴

民

・
正
規
職
員

字
.,. 

.
臨
時

..
 径
舟
勝
良
，
臨
時
騒
ll

日
・

非
稼

働
陵

員

・
E
緯
職
員

盆存
A

 .
臨
姥
泊
修
用
般
員
．
臨
時
職
員

自
・

非
常

勤
駿

員

勤
萌

帯
極

;
 lE
規

膿
ll

に
閉
じ

・
を
の
他

〈月
回
j

l
日

時
間
勤
務
｝

互
銀
職
員
に
同
じ

・
そ
の
他

（月
日
／

1
日

時
間
fl,
直
1

• l
E議

聴
員

に
fill
tユ

ー
を
の
他

｛
月
，

a
/
1
日

時
間

働
掛

• l
E規

鵬
員

に
悶
lユ

・
そ
の
他

【R
回
／

l
日

時
間
働
務
〉

・
正
規
股
員
に
興
じ

－
そ
の
他

（月
開

ノ
ヱ

日
時
間
勤

l!
i)

・
玄
規
Iii
.II
.
に

悶
じ

・
そ
の
他

(A
 

日
／

l
日

時
間
勤
欝
）

・
E匁

Z俊
民
に
問
巴

ー
モ
P
他

(j
暗

日
／

1
日

時
間
働
揖
）

•
E
規
殴

Jl
iに
同
じ

－
そ
の
他

(J
j 

日
／

l
問

時
間
勤
務
｝

•.
E規
勝
負
に
同
じ

・
そ
の
他

〈月
民
ノ
エ
宵

時
間
動
峨
の

そ互
規の
摩他
農民
ヘ
に

llll
.~

明
罰

／
1
0

時
間
鋤
務
上

丸
、
.

 

勤
続

期
聞

の
う

ち
休

輯
胡

間
共

務
組

合
加
λ

有
無

共
認
寄
淘
λ

期
間

備
考

ー
有

・
鰐

年
月

日

年
月

日
～

有
a署

年
月

日
包早

男
• 

有
・

鋸
信事

月
日

年
A

 
賃
～

有
’崖

年
一

月
日

字
月

民

有
・

鰐
ー$

月
調

年
月

民
～

有
鰐

～
 

年
A

 
自

年
j竜

自

有
・

無
隼

月
同

也早
月

日
～

有
’轟

年
月

日
‘手

A
 

日

有
錆

年
月

日

年
A

 
a～

 
脊

無

年
月

日
隼

月
日

有
・

鰐
年

月
日

告亭
A

 
a
～
 

宥
R陸

～
 

年
A

 
調

等
月

日

有
・

無
年

j母
日

隼
月

日
～

有
g最

～
 

毎
月

目
年

月
• 

有
・

祭
ー早

A
 

日

．
年

月
田
町

有
Ill! 

～
 

年
『

月
日

告与
見

関

有
・

祭
... 

月
民

年
A

 
国
～

有
篠

年
月

日
年

月
日

有
・

集
隼

見
罰

ー亭
月

員
～

有
R需

～
 

隼
.

J司
• 

隼
.. 

目



N
 

σ
、

「
記

載
例

」

竺
~
－
－
－
斗
該
当
す
閥
均
制
ナ
る

¥
 a設
脊
噛
員

J
敏
宵
職
員
以
外
の
職
員
｝

1芸
名

民
4民

職
員

容
号

教
諭

ー
青

業
太

郎（
霊）

呂
5

5
0

7
X

X
X

X
X

盤
別 男

前
歴

に
係

る
勤

続
期

間
の

確
認

調
書

本
県
採
用
年
月
白

｛
胃
腸
も
記
入
j

平
成

1
8
年

4
月

1
自

2
0

0
 e
年

4
月

1
眉

※
珪

議
事

項

・
会
教
職
員
が
記
入
し
，
押
印
す
る
こ
と
〈
既
に
朱
年
勤
続
瞳
職
員
量
彰
吾
毘
賞
し

た
者
を
除
〈
．
｝
．

・
合
草
さ
れ
る
聴
震
に
は
．

r番
号

J
欄
昔
O

で
罰
む
こ
と
．

X
本
県
書
夢
見
前
の
経
歴
に
つ
い
て

・
華
務
教
育
終
了
豊
か
ら
本
県
教
職
員
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
の
経
歴
（
在
家
庭
期
間
在
含
む
．
｝
苦
室
血
盟
盟
主
宜
主
担
三
混
入
す
る
こ
と
．

な
お

．
穫

量
殺

に
且

ぷ
場

合
位

，
当

時
用

輯
を

増
JIJ

り
す
る
な
ど
対
車
用
い
ま
す
．

番
喝

期
間

所
属

名
在
職
期
間

身
分

動
務

摺
睡

圃
泌
間
肝
4
の
う
ち
併
場
回
初
間

共
務

組
合

加
λ
有

無

自
H

7
年
4
月

1
目

軍
総
職
員

• l
E規

職
員
に
問
巴

有
・

締

t
 冨

H
1
0
年

S
月

a
1

 a
 

宮
揖

県
仙

台
注

高
等

学
桂

窪
苧

。
年

ロ
月

.
 ，
.
略
的
伝
用
聴
民
，
陰
線
務
員

そ
の
也

時
間
勤
跨
）

年
月

沼
～

司信
無

日
・
非
償
勤
政
良

明
日

；
h

同
宅事

J! 
• 

自
H
1
0
年

4
月

1
冒

• l
E視

聴
貝

:
 

lEそ筑
の
機
他
.
に
問
乙

有
・

鍾

'
 

4山
台
章
生
育
大
字
在
学

D
年

0
J! 

・
臨
符
約
佳
局
取
員
，
鑑
陣
争
滋
員

年
J! 

自
～

lι
宥

舞

歪
H
1
4
年
3
月
S
司
自

Eミ
・
搾
常
揚
職
員

同
日

／
1
自

時
間
鋤
務
｝

年
J!.
 

• 
自

H
1
4
年

4
月

1
固

’
正
規
鳳
艮

• 
lE
忽
務
員
に
同
じ

有
・

鱈
3

 
句

A
A
＆
＞
桂
式
会
社

ロ
年

BJ
! 

・
臨
時
的
伝
用
幽
良
，
溜
時
雇
員

－
そ
の
他

年
月

R
～
 

司町
無

軍
H

u
卑
＂
月
，

o
目

日
非
常
揚
職
員

明
日

／
1
"

時
間
勤
l!l
i)

年
j電

"
 

自
H

1
4
年

1
Z
月
1
目

E
規
職
員

'J
E甥

職
員
に
閉
じ

有
無

勾
在

家
庭

ロ
年

t
月

且．
• 
~
ι
 

隼
j司

日
～

有
祭

'
 

1
年

時
伺
.i
ii
者｝

至
H
1
5
年
唱
月

S
B

 
u
 

告早
.I! 

• 
自

H
1
6
年

T
月

1
0
目

..
 H
1
5
年

4
月
～

H
1
6
年
3
月
＝

1
年

有
．
・
搭

X
 x
町

立
＠

＠
中

学
綾

非
常

勤
購

師
。
年

2/
l

5
 

-
※
R

の
相
S
i
l、

ら
宋
目
宮
で
は
，
い
ず
れ
の
月
に

時
間
鋤
務
｝

告理
月

日
～

有
書署

至
H
1
5
年

3
.
l
!
2
4
B

1
.
毘

お
い
て
も
1
月
と
す
る
．

• 
月

日
自

H
1

 5
年
寄
月
.
.
目

※
O

印
が

通
算

さ
れ

る
前

職
歴

｜
例）

2
月

の
得

合
2
月
2
B
目

今
1
月

O
ー

有
・

型
民

6
 

至
引

ー
百

；
：

世

、
島
島
崎

年
月

2
8
6
 
X

 
年

月
臼
～

有
鍋

7
'

 
時
間
Ii
i普）

年
見

日

0
 閣官：

:
z

:
a

.,. 
議
言
動
向

｜
、
正
忽
最
先
に
望
書
乙

有
R・

匂
｝
R
～
 

X
 x
町
－
立e欝0師0

中
学

技
講

師
τ年

月
－
そ
の
他

浮年
J! 

• 
有

－
＠

 
室

H
司

自
※
e

 
自

CJ
! 

a
/
1
.
0
 

時
閉
錫
掛

elZ
同

市
日

• J
E娩

震
員

－
正
規
農
民
に
何
じ

8
 

在
掌

麗
年

月
・
臨
時
的
伝
潮
風
.
.
臨
時
職
員

－そ
｛且
の－
他

J
i
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永年勤続教職員表彰取扱要綱に基づく勤続期間の算定例

1 勤続湖聞としで通算する前職歴

・臨時的任用職員

・私立学校教職員（正規職員又は常勤職員）

．大学教職員（正規職員2

－他県教職員（疋規職員又は臨時的任用職員）

・他の地方公共団体又は国の正規職員

日本固有鉄道清算事業団職員が派遣職員として
宮城県教育委員事務職員を併任した期間

2• ＂勤続期間とじて通算しない前職歴

［要綱第4条第1項第1号］

II 

II 

II 

II 

・非常勤講師＜ r非常勤の講師の任用等に関する要締J等）
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永年勤続者表彰に伴う事務



永年勤続者表彰に伴い生じる事務

1 表彰式当日の服務上の取り扱い

．特別休日陵

町人事委員会規則 8-6 （学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則）第20条第 1項第

3 0号

休暇期間 必要と認める期間

2 履歴書整理

年号 年 月 日 学歴・職歴・免許・賞罰等

令和 2 11 4 宮城 県教育功績者表彰規則により永年勤続者とし

て表 彰を受く

令平日 3 1 教育職申告料表（二）3級21号俸（A（永年勤続））（61)

3 教育会館厚生部（加入者のみ）

．永年勤続厚生部祝金

発令庁

宮教委

宮教委

会員が当年度に永年勤続表彰を受け，当年度末に在会期間 10年を超えているとき。

給付額 2 0, 0 0 0円

提出書類 給付請求書
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※参考資料

学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例

（特別休暇）

第 14条特別休暇は，選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故その他の特別の事由

により学校職員が勤務しないことが相当である場合として県人事委員会の規則で定める

場合における休暇とする。この場合において，県人事委員会の規則で定める特別休暇につ

いては，県人事委員会の規則でその期間を定める。

（県人事委員会の規則への委任）

第 17条第11条から前条までに規定するもののほか，休暇に関する手続きその他の休

暇に関し必要な事項は，県人事委員会の規則で定める。

学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則

（特別休暇）

第20条l 条例第 14条の人事委員会規則で定める場合は，次の各号に掲げる場合とし，

その期間は，当該各号に掲げる期間とする。

三十 学校職員が国，県その他公共団体から表彰を受けるため，表彰式に出席する場合

必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は， 1日または 1時間（前項第7号，第 13号及び第 14号の場
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合にあっては， 1時間または 30分，前項第9号の場合にあっては， 1 5分）と

する。

（年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等）

第25条年次有給休暇，病気休暇又は特別休暇（第 20条第 1項第 12号の休暇を除く）

を請求しようとする学校職員は，あらかじめ任命権者等に申し出なければならな

い。ただし，病気、災害その他のやむを得ない事由によりあらかじめ申し出るこ

とができなかった場合には，その事由を付して事後において速やかに申し出なけ

ればならない。

人事委員会規則 8 6 （学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則）の運用につい

て

第20条関係

3 ( 2 4) 第30号の「国，県その他公共団体」とは，国，地方公共団体のほか，国

又は地方公共団体がその構成員となっている団体，国又は地方公共団体が当該団

体の活動資金を負担し，かつ，その活動に密接にかかわっている団体等をいう。

第25条関係

1 この条の第1項又は第2項の規定による年次有給休暇，病気休暇又は特別休暇の

申出又は届出は，年次有給休暇届（様式第3）、病気休暇申請書（様式第4）又は
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特別休暇簿（様式第5-1）によるものとする。ただし，所属長以下の専決事項

に属さない特別休暇の申出又は届出は，特別休暇（申請・届出）書（様式第5

2）によるものとする。

5 任命権者等は，第1項に規定する年次有給休暇届（様式第3）及び特別休暇簿（様

式5 1）について，職員別に作成するものとする。

厚生部事業規程第2章給付事 業

（給付の種類及び事由）

第 16条第4条1項（ 1）給付事業の種類は以下のとおりとする。

(6）永年勤続厚生部祝金会員が当年度に永年勤続表彰を受け，当年度末に在会期間

が10年を超えているとき

給付並びに貸付規程細則第 1章給付事業

第1条厚生部事業規程第2章「給付事業」第 16条に基づく各給付の額及び提出書類は次

のとおりとする。

(6）永年勤続厚生部祝金提出書類：給付請求書

2 0, 0 0 O円
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様式第5 1 

年

特 J31J 休 日段 簿

利府町立利府小学校
所 属

職 教諭 氏名 利府梨太郎

人事委員会規則8 6（学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則）第25条第1項の規定に基づき，

特別休日院を請求し（届け出）ます。

誇 求 届 出 決 裁

回数 ＊＊ ＊ 承認
月日 休暇期間 時間 事 由 本人印

承認の
受理

所属長
備考

可否 の印
分 月日

自 月 日時 分 日 永年勘晴者表彰式

① 
回承認

① 10 28 11 2 10 「加 6時間 出席のため 口不承認 10 28 

至 11 2 16, 45 分 口 受 理

自 月日 時分 日 口 承 認

時間 口 不 承 認

至 分 口 受 理

自 月日 時分 日 口承認

時間 ロ 不 承 認

至 分 口 受 理

自 月日 時分 日 口 承 認

時間 口不承認

至 分 口 受 理

自 月 日時 分 日 口 承 認

時間 口不 承 認

至 分 口受理

自 月日 時分 日 口承認

時間 口不 承 認

至 分 口 受 理

自 月日 時分 日 ロ 承 認

時間 口不承認

至 分 ロ受理

自 月 日時 分 日 口 承 認

時間 口不承認

至 分 口 受 理

自 月 日時 分 日 口 承 認

時間 口不承認

至 分 口 受 理

自 月 日時 分 日 ロ 承 認

時間 口不 承 認

至 分 口 受 理

※l 人事委員会規則 8 6 （学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則）第 20条第 l項第 11号から第 13号までの特

別休暇及び同項第 15号に規定する特別休暇については，届出及び受理とする。

※2 特別休暇（申請・届出）書（様式第 5-2）により承認を受けた場合には，承認後，当該承認のあった休暇期間等

を転記すること。

※3 ＊の印の欄は，取得日数が決まっている特別休暇の残日数欄として使用すること。
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さいごに
叙位・叙勲



最後に

叙位・叙勲のチェックポイント（文部科学省所管関係）

叙勲（叙位）の対象者（推薦基準）

1 春秋叙勲（分野は「学校教育功労・社会教育功労・学校保健功労・文化財保

護功労Jとありますが，ここでは，主に「学校教育功労jの推薦

基準について説明します。）

(1）学校教育の振興に貢献し，特に功績顕著であると認められる人

(2）年齢70歳以上の人

(3) 3 0年以上教職歴（市町村教育委員会教育長の在職期間は通算するが，非

常勤の教育委員職は教育従事年数に含まない。）があること。

(4）犯歴（道路交通法違反を含む）のない人であること。

(5）校長経験（いわゆる 1日校長は，校長経験とみなさない）がない人は，特

別の功績（教頭職であるが全国レベルで、活躍した人，教諭・助教諭でへき

地又は離島の教育振興に貢献した人や教育功労等で文部科学大臣表彰を受

けた人等）が無いと該当しない。（校長経験が最低1年以上あること）
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(6）第二次世界大戦後の教職歴が 10年以上あること。（具体的には，昭和32 

年5月2日以降の退職者のみ該当する）

(7）処分歴がある場合は，個々の事案ごとに推薦することの適否を検討する。

※割愛人事で宮城県教育庁及び市町村教育委員会事務局職員になっている場

合も，教職歴に含まれる。

2 高齢者叙勲

(1）春秋叙勲の基準に該当する人で，叙勲を受けていない功労者のうち 88歳

の誕生日の 3ヶ月前（ただし， 1日生まれの人は4ヶ月前）の 5目前後ま

でに教育庁教職員課管理班（市町村教委にあっては所管する教育事務所経

由）へ関係書類を提出する。

(2）学校医・学校歯科医・学校薬剤師の場合は教育庁保健体育安全課学校保健

給食班が担当します。

※基準年数は

【発令日が平成25年 11月2日までの場合】

「業務歴が40年以上で，かつ，複数校兼務した人」
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【発令日が平成25年 11月3日（秋の叙勲）以降の場合】

「業務歴が40年以上の人」となります。

学校保健の領域において，発展に貢献し，社会公共の福祉の増進に寄与し，

特に功績顕著な人。

(3）実習助手・寮母・看護婦・用務員等

ア 苦労の割には，とかく目につかない職域にあり報われる事が少ない人

及び一般的に従事することを好まない環境でおおむね 40年以上学

校教育に従事し，年齢55歳以上で特に功績顕著な人。

イ 教育従事年数に戦後歴（昭和 22年5月3日以後）が 10年以上ある

こと。

ウ 犯歴（道路交通法違反を含む。）がない人。

3 死亡叙位叙勲

(1）年齢制限はなし。

(2) 8 8歳以上の候補者で，春秋叙勲・高齢者叙勲を授与されていない人は，

対象外。

に－
u

q
J
 



(3）既に春秋叙勲等を受章している場合は叙位のみの取り扱いとなります。

上記（1）～（3）以外の基準は春秋叙勲の基準と同じです。

申請書類

1 春秋叙勲

(1）申請書

(2）功績調書

(3）履歴書

(4）刑罰等調書（宮城県に提出する月の日付とする）

(5）戸籍抄本

(6）軍歴証明書の写し（軍歴がある場合，証明日が古くても可。）

交付は，陸軍：県保健福祉部社会福祉課援護恩給班

海軍：厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室資料第二班

学校医・学校歯科医・学校薬剤師は上記1(1）～（6）に加えて，下記の書類を

提出します。

ア在職証明書

f
h
u
 

qa 



イ 学校医となった学校までの距離・地図

ウ 在職期間中の学校規模調（教職員数，学級数，児童・生徒数）

エ 団体の規模及び事業概況等調（医師会等の団体役員歴がある場合）

オ 医師会等の定款（医師会等の団体役員歴がある場合）

2 処分を受けている場合

(1）減給・戒告・訓告

懲戒処分書，処分理由書（原本証明必要）

処分後の勤務成績証明書

(2）降格

降格理白書

※処分でない戦後の引き上げ等の校長→教諭についても必要。

（教頭→教諭は必要なし）

2 高齢者叙勲

※春秋叙勲に準ずる。

巧，
s

勺

δ



3 死亡叙位叙勲

春秋叙勲に準ずるが，（5）は除籍抄本とする。

※前述しましたが，死亡叙位叙勲の場合は宮城県教育庁総務課への提出は死亡

日を含めて 7日以内（土・日や祝日を含む）となるため，期限厳守する必要

があります。
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文例・様式等



ロ第× X号！
令和xx年X月X・>< a 

霊童且

主

、

、殿

。。
会員

O

委♂育

O

教県

長

城

育
宮

教

回

。。

会員
め

O

委

一

育

、
0
0

教市

長
。

脊
O

教

議 1

00。600について

fこのことについて，下記の者ば，別添功績調書めとおり 学校教育係宜i

道援 ' 

0006についてよろしくお取り計らい願います。

記

｛申請）

元宮城県60町立AA中学校長名職1 

口（！日姓口臼
＆． 

口 ••l 
無

瑞宝双光章（平成19年l2月1日）※4

令和xx年X月× X日〈死因）

叙位
叙勲

名

叙

死亡年月日

氏

前

2 

3 

4 

． 

※4 

~ 
授与された勲等 x

無•• 

※8 
－ーーーー一一－－ーム一一~叙位、・叙勲

、叙位

e叙勲

学校長：学校教育
学校医等・学校保健

※2 ※1 
叙j役及び死亡叙勲 f

叙位

高齢者叙勲
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功績調書作成要領

功績調書は功績の内容によって特殊性のある記述を必要とするので，各推薦機関の特殊性

にあわせて作成するこを白

また，功績の内容は，漏れのないよう＋分調査し，特に努力実践した成果について出来る

だけ具体的かつ詳細（いつ，どこで，何を，どのくらい，どのように｝に記述し，その活躍

した状況が第三者でも未分把握できるようにすること。

1.用紙は「A4判縦・横書き（両面印刷）J，文字のフォントサイズは iO.5～11ポイントとし〉

4ベージ程度にまとめること。 a

2.腎頭部分は，タイトルを氏名（ふりがな）のみとすること。（現住所，本籍地，肩書及びl日
氏名は記載不要但履歴書では必要。）

3.功績の記述に当たつでは，時代背景，学校環境，研究指定，児童量生徒の状況山保護者のλ教

育に対する関心度i改善を必要とされている問題点等に触れ，尽力じた内容が分かるように

記述する。

( 1）教職についてわ情熱，教育愛，教育への考え方 二 人I ド

( 2 ）教諭等の時代の教育活動，指導に対する創意平実，教育への責伝感i 公正之；~護者／／ ・, 
児童生徒からの信頼，尊敬度，専門教科の教授方法の改善，研究活動及-/j:指導入の反咲薄切：；......• •• 

( 3）教頭としての校務運営活動，学校経営参画による貢献，金岡県レベルにおけ；る教育研

究活動， PTA及び地域社会での業績

(4）校長としての学校運営，校風の樹立，その成果が全国的水準の肉上に貢献しうるような

業績，学校施設の建設・～整備への尽力，全開・県レベルにおける各種研究会・審議会等の

役割を通じての業績等， PTA連合会，全県的社会教育活動での業績．

(5｝教脊功労，‘産業教育表彰，栄誉事項等の表彰歴がある場l合は，表彰の種類，表彰年月日

及びその内容を記載する。

4 ..致蹟風祭疫」履援護史裳底心強慶集主一致するように照合確蔵主ゑぶム
5.叙位・叙勲の対象者にあらかじめ事業実績等の内容を記録させ，最終勤務学校又は所管の

教育委員会で保管しておくことが最も効果的である。
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功績調書留意事項

－教諭時代にプ度退職していれば，期間は2段に分けて入れる。

・卒業と同時に任命されている場合の冒頭部分，「昭和00年宮城県師範学校本科第二部卒業と

同時に，宮城県（）0郡＜＞＜＞町立φ＠小学校司11導に任ぜられ，以後昭和会合年3月までの＊＊年
間，訓導，教諭とし1ご・・・ 1とする。

・転勤の場合は，行を変える。
・f尋常高等小学校1でf尋常高等jを落とさないこと。

・期閣の表記一：昭和37年7月から 39年3月までで昭和 37年7月から盟主主39年S月まで
• _r教育庁指導主事J時代→「教育行政j時代

・美術教育全国大会（盛岡｝→場所は不要とする。

・教諭（教頭，校長1時代が中断期間をおいて数回に亙っている場合，期間の表示を期間毎に
段を分けて書ぐ。
・新任→「教職への第一歩を踏み出した』とする。

・教諭（教頭，校長）時代の任命月日は，年月までにする。（昭和 3.7.年寄舟，。。1；：任ぜちれ
た。）

・兼務の表記：TOOに任ぜられた。また，兼ねてく〉〈〉を命ぜられたJ
. 2桁の数字が 2行に分かれる場合は，上段を均等分割にして，数字を］＇段：』こまJどめJるこ to·•

。以下，表記例（五十音順）

あ指導に主主2..~.当たり
あ . . . f；：主主2玉I主→主主ヱエ主主
あ家庭の盈旦左→主立五
あ 成績を塗立主主三三主である→成績を盈主主

う 表彰を乏立kc→表彰主並主主
か運動遊具設置の盆.§＆.をみた→塞iをみた
き 新任塾通として赴任→新任整駆として魅任
け 機会をとらえて研修を稽むこ2さを；怠らず→盆i玉研修を殺ることはなかった

け 笠整盤主主に当たった→主箆連主主に当たった

こ教諭時代の「盈盆j→案鐘

さ 豆主」中堅教員tして・・・→主主.＆」中堅教員として・
し生徒の「指導教育』に情熱を→生徒の『指導j に情熱を
しへき地教育の中心的存在だった→指導者士して活躍した

J_, 熱心主努力ム主→熱心金努力主重主主

ぜ盤隼主主での経験→道主主主での経験
つ整備・拡充に蓋金主→整備・拡充に蓋金主

つ自ら講師を葱生エ→自ら講師を蓋盈エ
て積極的住量室主→積極的主豊重柔丘ビ
て 食会学校に転任を命ぜられた→古女学校勤務を命ぜられた

と 00の設定等→00を行うなど

と roo等j→「はじめとするJ

I:'. 同僚とよ主主→去i三
に父母の協力ιよ』L→父母の協力安主よ
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記重量伺lf功績調書1※A4判4ページ程度にまとめる

功 績 調 書

本籍，現住所，所属，生年月日，年齢，旧氏名の

記載は不要． ！ ふり がな

氏名 口口口口

1 性行

資性温厚篤実に令し，て，教育者としての使命感と情熱をもって，常に理想の実現ft肉けてi
組織を大切にしながら適切な判断を下し，強い信念と実行カをもって抜群の指導力を発揮

した。また，誠実で慈愛に満ち，何人に対して謙虚で寛容に富んだ言動で接する態度は，

児童生徒や教職員はもとより，保護者や地域住民から絶大なる信望と尊敬の念を得た。

2 功績の内容

( 1）教諭時代（昭和00年O月～昭和00年O月）

※例えば，①小学校教諭（S25.4.1 ～~35.3.31 ）②教育行政（S35.4.1 ～S38,3.3D ③小学校教諭l (Saa.ι1 
～S48,3.31）のような勤務期間がある場合の記重量は，

(1 ）教鋤時代 C昭和25・年4月～昭和35年3月，昭和初年4月～昭和 48・年3月）として4ださい．

(2）教頭時代（昭和00年O月～昭和00年O月）

①00町立ムム中学校時代

②00町立ムム中学校時代

(3）校長時代（昭和00年O月～平成00年O月）

①00町立ムム小学校静代

②00町立Aム中学校時代

(4）教育行政時代（昭和00年Q凋～昭和00年O月）

( 5）教育長時代

( 6）その他の功績 ※退職後において，各種由委員等歴任があった場合で．履歴書にも

記範されていること．

3 賞罰

ι昭和 年 月 日 宮城県永年勤続者表彰 d • 宮城県教育委員会

平成 年 月 日 勲五等双光旭日章受章 内防府

※春秋叙勲，高齢者叙勲等の発令がある場合は，漏れなく記載すること．

・春叙勲・・毎年4月29日付け発令
・秋叙勲・ 6 毎年11月3日付け発令
・高齢者叙勲・・毎月1日付け発令

※平成15年秋の叙勲及び褒章から現在の制度に移行されている．
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履 歴書作成要領

履歴書の内容は候補者の位階及び勲等ft特に影響を及ぼすので，漏れなく記載する。
履歴事項の礁認についてはド直主要本入｝と照会じないことを建前とするが，どうじても周辺

で確認できない部分については，本人11:照会するぜこともやむを得ないこととする。ただし，
その場合は栄典関係であるととは伏せる之とどするロ

1.用紙はfA4判縦・横書き（両面印刷h，文字のアオントサ弓ズほ10,5～11ポインドとす
る。

年九自y土脚等調書， i戸籍ぺ除銅山林をおり主確に記載しl勺ふりがなを付す
婚姻・袋三F縁組等により氏名が変わっている者につい引立＇.C'i島氏名を現氏名め
で記載し！；ふりがなを付すこど•..沿おi複数のl日氏名みがあ浮揚合比｛新じいちl

全て記載すること。
ii異なる場合は， l日氏名がある可：官旨性志宮ありますのでi川一 籍抄本宅判Ell きなな1

製、原芦籍等jを．提出するとと；， ···c改製原戸籍等ぼ写じめト提：·~··オ主主式育べ。U

び楠め記載l叫下のをおりどす一るρ ～a：匂一：＞
県s包を省略しない白
金益重

載するO

( 5）現住所については，郵便番号も記載のとと．

4.学歴等については，最終学歴［中退を含む。〕を正確に記較する。
※現職時の学震がある場合には，モの直前の学歴も記載し，現職音寺の学歴ば「通信J「夜間j

の別を記載する。

5.免許等についでは試験，教員免許，資格，r学徳等を年月日順に正確に記載する。

6 ..職歴等についでは次の区分により，メλ；，（：ぶとなる経E震かちそれぞれ年次順に正確に記載すザyι
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大尉 II 六等（待遇） 正七位
少佐 II 五等（待遇） l～ 従六位
中佐 II 四等（待遇） E六位
大佐 II 三等（待遇） 従五位

(3）以下の発令についでは記載不要とする。

①兼務（市町村幼稚関長等） ②保健主事発令等や就学指導委員等の委嘱
③海外派遣研修，文科省研修等
※功績調書応記載しているものについては，必ず記載するとと。

7.休職発令がある場合は，休職の理由（病気，起訴，在籍専従｝を記載する。なお，病気休
職が長期、｛通算3年を超えるJある場合は，叙位が該当とならな・＜

8.職歴の最終に死亡年月日を記載し；.（ ）書きで死因を記載する._r忍ζ曳鼠忽援金色ゑι
9.給料については発令年月日，等級号俸，給料月額を記J..し，特11:，次のことに留意する。
なお，給料月額が不明の場合は省略も可とする。

（正）次の年月日の給与改訂事項が記載されている之と。

昭和23年1月1a，昭和29年1月1日，昭和3.2年4月1日

(2）教育委員会設置に伴いa 昭和27年11月1日から昭和31年9月／l.0臼までの発令事
項は，各市町村教育委員会が発令庁であるので注意する。

(3）代用教員，助教諭，講師等の期間がある場合は，採用時の給与発令を必ず認識する〉
、与発令が不明の揚合，期間の算入はできない。

1. 0.退職後の職墜についても，役職の始期，終期及び常勤，非常勤の別を正確に記入する。
Cl)行政委員歴については，名称を略さず roo市教育委貫会委員Jのように書く色ともに

始期，終期の年月日を正確に記載する。t

(2）教育長歴がある場合においては，教育委員発令（始期，終期1も漏れなく記載する。
( 3）議会議員等歴（都道府県議会議員及び市町村議会議員等）については，た左え継続して

いても改灘ごとに始期及び終期の年月日を正確に記載するロ
(4）審議会委員等についぞは，設置省庁名，名称，その始期及び終期の年月日を正確に記載。ぺ
{5）消防団歴については，消防団の階級別f団長， il団長，分団長等）に始期及び終期の年

月日を正確に記載する。

（日）死亡時点まで在職していた役職についでの終期は「死亡日」とすること固
(7）『その他の職歴1がない場合も，「その他の職歴Jの欄は削除せず『なしj と記入するこ

と。

1 1.賞罰歴については，次のような区分により年次順に記載する。

( 1）賞罰については，県以上について記載する。
( 2）.叙位・叙勲は，発令があったもののみ記載する。
( 3）褒章は受章したすべての褒章について，受章年月日，褒章の種類及び受章理由を記載すで

る。
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、正

韮韮【市町村6の指定する様式】

書調等罰刑ー

氏

生年月日昭和 年 月 ι日

1.. 2の文章l立本様式の占おり←学デ句ν悶「マぬ喜子；＿°I. 
よf L咋〆♂《メ

刑罰め有無：（道路交通法違反及び負：草り保管場所，..，.＿.目 ., ' 

金刑を含む：） • i ；＇ヲf .... ・,-f i ＼ぺ ケロマ＇＇.；ミゴ勺：
..••.• _. • •• ・ •• •• ミプ守Jじよ；＞＞／.・.

：：：間十シ＇.：＇~：.

ロロロロ名

品れさ明証h
M
 

無
f

h

引一せ－
L
a

一
接
り

一
に
あ

一
釦
も

一
通
合

「

場

1 

破産宣告又は破産手続開始決定の有無.. 2 

-' 

上記のとおり相違ありません。

日月年

間名氏市町村長

じ

円一一一一一…」 一一一一
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記載例［鰭歴書（学検長1教育委員会教育長）l※A4判にまとめる

履 歴 書

本籍宮城県仙台市青葉区本町三丁目O番ム

郵便番号 980-'-8423 

現住所宮城県仙台市青葉区本町三丁目O番地

※本籍は一字一旬，戸籍抄本と同一になっているこ
と．

※ f・丁目・番・号Jを『・－・－・Jと省略せず，
マンジョン等の場合Iま『・・号室』まで記載の己と．

※市立学校の場合．『宮域県jlまとる．
例：元名取市立＂＇＂＂中学校長

ふりがな

元宮城県00町立~ム中学校長口日ロロ
ふり、がな

※現職の時はどるロ ｜ （！日氏名＂＇..λリ園<l
正年月恥ιぺ歳〉

※婚姻・養子縁組等lこよU氏名が変わって吋｜｜来満年齢｜
場合，！日氏名をカッコ奮をする． 目一ー一

（学歴）

昭和 18.9:25 ｜宮城師範学校本科卒業

5

1

1

 

9
白

q
d
q
u

n
u
内

a
n
o

n
o
r
h
u
β

。

、，，噌’
A
n
4

向。

等

和

和

和

許

昭

昭

昭

免

（職歴）

昭和 18.9. 30 

昭和 18.10.30 

昭和 19.9.30

昭和20.5.15 

昭和 20.6 .. 30 

日el:¥1日20.9.1 

昭和 20.9.l 

昭和 21.6. 21 

I 00£¥';"¥:tlHJil導……00号）
小学校教諭ご級普通免許状（00年00号）
小学校教諭一級普通免許状（00年bo号）

※学校卒業から就職するまでに1か月以上の在家庭期
聞がある場合にl;I;，必ず「在家庭』を記載すること．

宮城県国民学校訓導に任ず

O級O号俸

宮城県00郡00町国民学校訓導を命ず

宮城県公立青年学校教諭に任ず

月手当00円給与

宮城県00郡00町青年学校教諭に捕す

B級俸給与（00円）
60海兵団入国

海箪二等水兵ヲ命ス H※兵役期開については，

海軍二等水兵ヲ命ス U軍獲証明と相違しないこ

海軍上等水兵ヲ命ス H 』

現役満期

昭和 21年勅令第 334:f}ム立学校官制施行によち辞令 l i 

を用いずして地方教官に任ぜられ現にある級に叙せ

られ現に受くる俸給を以て引き続き現在校に勤務を

命ぜらる
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｜宮城師範学校長

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

歴

カ

ど

履

’

の

の

は

な

前

て

が

以

い

ら

2

つ

ひ

河

に
Z
配

ナ

和

衷

カ

昭

害

者

ちらーでも可．

宮城県



昭和 23.L 1 

昭和 23.12.J 

昭和.2.4:1.12 

昭和 27.11 .. 1 

昭和 29.1. 1 

昭和 3L'!O.1 

昭和 32.4. 1 ・ 

昭和 40.4.1 

昭和 47.4.1 

昭和 54.3. 31 

平成24.7.30 

昭和23.年法律第46号（2,920円）ベースによりO級O
号俸を給せらる （b,000同） 、！宮域県

政府職員の給与実施に関ずる法律第1.0条の規定に基
づき下記の南十算によりO級O号俸（0,000円）
を給する

昭和23.L 1 0級0号俸（Q,000円）
昭和 23.6. 1. 0赦O号俸＂（ O,000円）

昭和 23.12・10級。号俸（0,000円）

昭和24年法律第1号により辞令を用いないで現にあ

，＿る萩及び号俸に相当する俸給を以て宮城県ob郡O
_o町公立学校教員に任命ざれ~（き続き現にある1践に＇，.
相当する職に梼せられた

教育委員会法第70条第エ項iとより宮城県00郡00

町教育委員会成立に伴い辞令を周い了ずして現におる
職に任命され引き続き現iとある職に午目当する械に繍

せられた ． ～ぺJoo町教育委員会
昭和 za年12月22日宮城県条例第 8日号学校職員のl

を改正する条例の施行に

0級O号俸を給する＜¢c5.boo円）
昭和 31－￥法律第162号附置lj策15条により現にある、

職の級及び現に受ける給料を以て現iと勤務する学校
の相当の可能員となる : 

昭和 32年宮城県条例第量9号め施行により
教育職給料表（三） 0級。号俸を給する

<ob. qoo円） ｜宮減県教育委員会
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条の l

規定により現職者免じ
宮城県00郡00町公立学校教員に任命する
教育聯給料表（三） 2等級，（）（）号俸を給する

(00, 000円）

宮城県00郡00町立09小学技数E震を命ずる
宮城県00郡00町公立学校校長に任命する
教育職給料表（三）.1等級0.0号俸を給する

(00:0. 000円）

願いにより本職を免ずる

，•；死亡（肺癌河※死亡叙位叙勲の場合は，最終んm
’ f死古年月日Jr死因j在記載。

（その他の職歴1※『骸当な L』の場合も，その旨を記載．｜

昭和 55.10. 1 I oo町教育委員に任命する

昭和 5s.10.1 I oo町教育委員会教育長に任命する

昭和 62.9.30 I oo町教育委員任期満T
昭和 62.9.30 I oo町教育委員会教育長任期満了
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宮城県教育委員会

宮城県教育委員会代
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委

委
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教

教
県

県

域

城
官

官

ム

苫

ム

官

員

員
委

委

育

育

長

教

長

教

町

町

町

町

0
0
0
0
 

0

0

0
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（賞罰）

昭和49.1L3 ｜永年勤続者表彰

平成 B.H.3 ｜勲五等双光旭日章受章

、、
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i明教育委員会
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記載例［その後の勤務成績藍明書1※Aヰ判にまとめる

その後の勤務成績証明書

同九口
語
口

り
口

ふロ長校学等高

。
0
 

0
 

県城宮一苅

元宮城東000高等学校長 口日 ロロは，『平成A年度から平成A年度を通ーら笠運漉主主

※1 
として，＼所属職員を指揮監督する立場にあったにー制球金ゑ玄ι息Stの所属で発生した予算の
不正な執行を看過し，正すことなと放置したことで．その職責を半分I：；：巣t:f,L ；きたものbl;I: 

認められない.Jという理由で．地方公務員法第g・g条第1項及び第2項並び！こ職員の懲戒の手

鑑ゑ盗致暴に関する条例（昭和26年宮城県条例第5.2号）第3条の規定に次以．～平成I:,／：，.年

ムム月ムム日から2月給料め10分の1を減給する懲戒処分を受けまL長ドア

！※1 『懲戒処分事由説明書』から懲戒内容を抜粋a ¥. 

' ；：当時，糊においてはシステム上のチェック体制の不備などもあり，概どしγ榊＼内；
＇＞：：算流用等不適正な支出に結びつき，同人は高等学校長の職 1；：あったため，、その管理資経主主関わ2

？れ処分を命ぜられたものですぜ リY＼二少込
しかしながら，同人は在職中一貫して教育一筋に情熱を主主ぎ，＇最後の職となった宮城県 00¥

0高等学校時代には，自らの襟を正すとともに職員の綱紀粛正に意を払い，輯『 企許響調・-pI 

帳簿や通帳などを毎月点検ずるなど，自ら率先して，その適正な執行

また，教育者として，社会に対し常に襟を正すことを厳しく教え，導くこ

本県高校教育の振興に大き〈貢献し主主したi ·.• 

同人のその後の勤務成績は特に~苓B1:ましたので，このたびの叙位・
お取り計らいくださいますようお願bいたしIす。

～ι 

令和ムA年ムム月 t:,I:,日

処分後の勤務内容について．勺改善をした
ことや教育活動での業績などを具体的lこ4記

述する（le厳例に遁艶の己と｝． ム ー
また，退職後においても地域活動等I＝精ト

力的に取り組んだ実績などがあれば，記述

小中学校の場合lは廠務監督者（＝市｜一一一＋
町村教委）が作成すること． 日

-5 0一



（宮城県教育委員会版）

叙位？叙勲 チェックリスト

掴提出書類について，以下の点？で間違いないかどラか，確認した上で，提出してぐださい。

よ1確認事項

本籍の表記は抄本と食っていますか？番地表記色合つ℃いますか？
郵便番号は正しりですか弘子「
現住所・本籍に都道府県司障はλっています？か？
職名は『宮城県qQ町立（）（）,jミ議畿長Jとなっでいますか？
※O倒、裳蛾酔叩廿。
※市立学校の場合は;T営城県J：ば不要です。
氏名は抄本の調持って付すか？読み仮名時つであります制面
氏名（フルネー刊は記載されてわますか？！日字体ではありまぜぷか直つ
生年月日は抄俸と合。セいますか？元号は開違勺ていませんか？ J：：サ：勺

E学J
ぷ暦I，業1；：：，ウV、た直前泣ゴ学歴か一ら挺司監してし－まずか？ ••• :・ 戸
··.•与＼1溺躍での教員以潟、の公務員歴で、 J職名浩俸給は記載されていますがヤ：

代用教員（指導員、
号俸を記載されていますか？ ～ I: .. 

空白や不要な線が入つでいる部分がありませんか宇発令日と発令事項がI ロ
ずれている箇所はありませんかJ .・ 

［重要1附哉や戒告等処分の記載漏れはありませんか？
I r重要I職歴の最後に死亡目、ι死因が記載されていますか？！
『その他の職歴J欄はありますか？「その他の職歴Jがない場合は『な
し』と記載されていますか？
始期と終期の年月日は記載されていますか？
教育委員長又は教育長の場合、同時期の教育委員の発令11:,ついても記載
されていますか？発令者の名称lt間違いはありませんか？（教育委員は
市附長，教育長は市町撚輔委員会）
f賞罰J禰はありますか？「賞罰」がない場合は『なしJと記載されて
いますか？
表彰の名称と日付ば功績調書ι今合っていますか？ •• •• 
表彰歴は県以上（表彰日がHi,4:1以降は仙台市または仙台市教育委員会
の表彰を含む）同党記載されていますか晴恥姻陥｛宮城県
教育委員会や文部科学省な！：：＇｝は記載されていますか？；
前叙がある場合は官官叙が記載されていますか？

ページ番号は付されていますか？ι

高生亡

ロ

1 .履歴書
一一丁ーでー

職
歴

氏

名

住

所

等

口

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ

ロ

一口一口

、

-5 1-

そ
の
他
～
の
職
s
歴

賞

罰



2.功績調書

確認事 項 ， ｜高齢者
氏名It抄本の表記と合っていますか？読み仮名は振ってありますか？！日Ll ロ

= l氏名｛フJルネーム）｝は記載されていまずか？旧字体ではありませんか？

'.;t生年月日は抄本と合がていますか手元号は間違っていませんか？ ｜ ：日
副慨はf宮城県，00町立00崎臨Jとなって刊すか？
’※oo,J，鰐蝶l±NG.ですh

※市立学校の場合は了「宮城県jρは不要です。

t功い輔1時代jf教頭附苛J.f校長時代j「教脊行政時代J「教育長時代；Jfそ｜～ ロ
ム E績！の他の功績：］ h区分して記載していますか地糊商は履歴書時何

のr~、ますか？
内問や不動線由主入っている部分がありませんか惜串鮮語同I 口
容せんか？ っ .• •••• ' •• ・ •• \•'t". 

' f賞罰jγ欄はありますか？ Jl質問jがない場合は fなしj

死亡

口
h 五

口

口

ロ

ロ

3.その他

確認事項 高齢者

口
口

批
一
口
一
口

己 i兵籍簿等兵役証朋書類、（写じ可1ば涙付されていますか？
五！履歴書に記載して川兵役期間駒内容ι兵輔等兵役夜明書類の内

｜容は一致していますか？
刑｜刑罰等調書の文言は栄典事務用の文言になっていますが？

嗣

:.1氏名は抄枇合っていますか？

書

ロ ロ

ロ 口

士｜事故死，推定死，脳挫傷，E息死など，事削減われる死因について
は「死亡状況報告書IR死台場所の見取り図jf死体検案書か死亡診断書J

ロ

・－・を添付じていますか？
二l※抄本0司死亡時刻が『。時O分]iJ
• ., ださb。

となっている場合には，注意してく

4.最終チェック
、

確 f認事項

全ての項目に回がされて司有言

高齢者

ロ
空白

. ., 

つ中FL3 



宮城郡事務職員会研修グループ

令和2年度 令和3年度

利府小 佐々木里美 利府小 佐々木里美

利府二小 堀寵紫穂 利府二小 武内 i享

堀江夏代

利府三小 伊藤順子 利府三小 伊藤順子

しらかし台小 日景公子 しらかし台小大竹和恵

青山小 大竹和恵 青山小 高橋杏奈

菅谷台小 小坂まどか 菅谷台小 小坂まどか

利府中 鈴木佳美 利府中 鈴木佳美

しらかし台中村上丈晴 しらかし台中村上丈晴

利府西中 三浦邦彦 利府西中 大沼友寛

堀江夏代
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